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１．背景と目的 

平成２４年１２月に発生した中央自動車道笹子トンネルの天井板落下事故は，道路施設の老朽

化時代の到来を告げる大きな出来事であった。高度経済成長期に一斉に建設された道路施設の老

朽化対策は全国的な課題となっており，その取組の強化が求められている。

本市においても，道路施設全般について老朽化が進行しており，このうち，ボックスカルバー

トについては，建設後既に４０年を経過している施設もあり，戦略的な維持管理が喫緊の課題と

なっている。

道路の維持管理については，これまで，損傷等を確認してから修繕する対症療法的な対応にと

どまっていたが，大型カルバート等の道路を跨ぐ構造物について損傷が進行してから修繕する場

合，工事規模の拡大やそれに伴う通行止めの発生など，市民生活や経済活動に大きな影響を及ぼ

すこととなる。

そのため，これまでの「対症療法型維持管理」から，損傷が大きくなる前に修繕を行う「予防

保全型維持管理」に転換し，事故の未然防止やコスト縮減，予算の平準化に取り組むこととし，

今般，施設の点検結果を踏まえ，『ボックスカルバート長寿命化修繕計画』を策定したものであ

る。

今後，施設の点検を定期的に行いながら，計画に基づき着実に対策を進めることで，安全・安

心な道路通行を確保するものである。

※大型カルバート：道路や鉄道の下を横断する道路や水路等の空間を得るための構造物で、内

空に２車線以上の道路を有する程度の規模のカルバートを想定している。

①ボックスカルバート ②門型カルバート

ストラット

③アーチカルバート

図-1 ボックスカルバートの種類 

２．計画期間 

本計画の計画期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とする。

計画期間内に実施した定期点検・診断により新たに修繕が必要な損傷が発見された場合は、最

新の点検結果に基づき計画の見直しを行う。
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３．施設の現状 

（１）対象施設 

天童市では、令和３年１月現在、４基の大型カルバートを管理している。

表-1 ボックスカルバートの諸元

施設ｺｰﾄﾞ 路線名 所在地 路線名 
施設幅 

（ｍ） 

施設長 

（ｍ） 

建設 

年次 

交差 12 交り江地下道 
天童市 

交り江二丁目 

交り江 20 号線 

（その他） 
9.00 5.60 1978 

交差 22 芳賀地下道 
天童市 

東芳賀一丁目 

薬師浦線 

（２級） 
15.40 32.70 2003 

交差 24 久野本地下道 
天童市 

大字久野本 

矢野目久野本線

（１級） 
18.60 33.20 2001 

交差 39 南部地下道 
天童市 

大字北目 

松城芳賀線 

（その他） 
14.00 30.30 2004 

（２）対象施設の建設からの経過年 

１９７０年代に１基、２０００年代に３基建設されている。

老朽化施設の目安となる建設後５０年を超える施設は現在０基であるが、２０年後に１基、

３０年後には２基となり、老朽化が進む。
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図 -2 建設年別の施設数分布 

図 -3 建設後 50 年以上の施設数 

建設後50年以上
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（３）健全度の状況 

全施設の点検・診断結果は、早期に措置を講ずべき状態（健全度Ⅲ）の施設の割合は２５％

（１基）であった。また、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態（健全度Ⅱ）

の施設の割合は７５％と多い状態である。

Ⅰ, 0基, 0%

Ⅱ, 3基, 
75%

Ⅲ, 1基, 
25%

Ⅳ, 0基, 0%

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

図 -4 健全度別の施設数                表 -2 健全性の区分

（４）市管理施設で確認された損傷事例 

天童市管理の大型カルバートで確認された損傷事例を以下に示す。

写真-1 頂版（ひびわれ）           写真-2 頂版（剥離） 

写真-3 側壁（遊離石灰）           写真-4 側壁（鉄筋露出） 

区分

Ⅰ 健全

Ⅱ 予防保全段階

Ⅲ 早期措置段階

Ⅳ 緊急措置段階
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４．定期点検 

定期点検は、以下のとおり実施する。

（１）定期点検の目的と頻度

定期点検は、次回の定期点検までの期間に想定される大型カルバートの施設の状態の変化も

考慮して健全性の診断を行い、その後の措置（修繕、更新、監視等）に必要な情報を得ること

を目的とする。

定期点検は、５年に１回の頻度で実施することを基本とする。

（２）定期点検の体制

大型カルバートの定期点検は、点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者が行

うこととする。

（３）状態の把握

健全性の診断の根拠となる大型カルバートの現在の状態は、近接目視により把握するか、ま

たは、近接目視によるときと同等の健全性の診断を行うことができる情報が得られると判断し

た方法により把握する。また、必要に応じて、打音や触診等の手段を併用する。

（４）新技術の活用（対象：使用できる管理施設） 

  点検・診断や長寿命化修繕工事を実施するにあたっては、ロボットカメラやタブレット等の

新技術の活用、修繕工事における新材料、新工法等の活用に向け、新技術の動向を把握し、導

入の検討を進める。

（５）健全性の診断

大型カルバートの施設毎の健全性の診断は下表 3の区分により行う。
表-3 施設毎の健全性の判定区分 

区 分 状 態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を

講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべ

き状態。

Ⅳ 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高

く、緊急に措置を講ずべき状態。

専門技術者が、大型カルバートの施設の健全性の診断の一連として、施設の状態の把握と次

回定期点検までの間の措置の必要性について総合的な診断を行い、診断の内容を４つの区分に

分類する。
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５．措置の実施 

措置の実施における基本方針は以下のとおりである。

（１）維持管理基準

点検の結果に基づく措置（修繕、更新、監視等）は、施設毎の健全度の診断結果に基づいて

検討する。

計画期間（令和３年度～令和７年度）における維持管理基準として、施設毎の判定区分Ⅲの

施設について、次回点検まで措置率１００％を目標とする。なお、判定区分Ⅳの施設は今回点

検では０である。

（２）措置の基本方針

措置方法（修繕、更新、監視等）は施設の状況により決定するが、基本方針は以下のとおり

とする。

・大型カルバートは、コンクリート部材であり、計画的な修繕による延命が見込まれること

から、基本的には修繕による措置を検討する。

・修繕設計で使用する基準等は建設当時のものを適用することを基本とするが、施設の周辺

環境や使用状況等が建設当時と比べて変化し、建設当時の基準等を使用することがなじまな

い場合はこの限りではない。

・施設の更新は、修繕による延命など実施可能な措置方法とＬＣＣ※1比較を行った上で、安

価な場合に採用する。また、新技術および新工法を積極的に活用することにより、修繕費用

の縮減や再劣化の抑制を図ります。

・統廃合が可能な路線の大型ボックスカルバートは、必要に応じて安全確保上最低限の対策

を行い、順次更新のための集約・撤去を行うよう検討いたします。

（３）措置の優先度

早急に措置（修繕、更新、監視等）を実施すべき施設（優先度が高い施設）は、以下項目に

該当する施設とし、総合的に判断して決定する。

・定期点検の健全度の診断が、判定区分ⅣまたはⅢの施設

・利用者被害の恐れがある損傷を持つ施設（漏水による路面凍結、老朽化による附属物の落

下等）

・その他、早急に措置が必要な施設

（４）修繕計画（短期年次計画）

予算平準化のため、施設修繕の年次計画を定めるものとする。

令和３年度から令和７年度までの５年間の計画は、別紙１のとおりとする。

※1）ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）：初期建設費と補修費や維持管理費を合計した費用 
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【別紙１】


